
 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1639   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 集約都市開発事業計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第9条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【根拠条文】 

 (集約都市開発事業計画の認定) 

第9条 第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載された低炭素まちづくり計画に係る計画区域

内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物(以下「特定建築物」という。)

及びその敷地の整備に関する事業(これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設(次

条第1項第3号において「特定公共施設」という。)の整備に関する事業を含む。)並びにこれ

に附帯する事業であって、都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの(以下「集

約都市開発事業」という。)を施行しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、

当該低炭素まちづくり計画に即して集約都市開発事業に関する計画(以下「集約都市開発事

業計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。 

2 集約都市開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 集約都市開発事業を施行する区域 

(2) 集約都市開発事業の内容 

(3) 集約都市開発事業の施行予定期間 

(4) 集約都市開発事業の資金計画 

(5) 集約都市開発事業の施行による都市の低炭素化の効果 

(6) その他国土交通省令で定める事項 

 

【基準】 

 根拠条文及び法第10条の規定による。 

(集約都市開発事業計画の認定基準等) 

第10条 市町村長は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に

係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をする

ことができる。 

(1) 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢献し、これを

通じて、二酸化炭素の排出を抑制するものであると認められること。 

(2) 集約都市開発事業計画(特定建築物の整備に係る部分に限る。次項から第4項まで及び

第6項において同じ。)が第54条第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものである

こと。 

(3) 当該集約都市開発事業により整備される特定建築物の敷地又は特定公共施設におい

て緑化その他の都市の低炭素化のための措置が講じられるものであること。 

(4) 集約都市開発事業計画に記載された事項が当該集約都市開発事業を確実に遂行する

ため適切なものであること。 

(5) 当該集約都市開発事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために

必要なその他の能力が十分であること。 

2 建築主事又は建築副主事を置かない市町村(その区域内において施行される集約都市開発

事業により整備される特定建築物が政令で定める建築物である場合における建築基準法
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(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項

の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村を含む。)の市町村長は、前項の認定を

しようとするときは、当該認定に係る集約都市開発事業計画が同項第2号に掲げる基準に適

合することについて、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 

3 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、市町村長に対し、当該市町村長が当該申請

に係る集約都市開発事業計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該集約都市開発事業

計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受

けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の規定によ

る確認の申請書を提出しなければならない。 

4 前項の規定による申出を受けた市町村長は、速やかに、当該申出に係る集約都市開発事業

計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。 

5 建築基準法第18条第3項及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定によ

る通知を受けた場合について準用する。 

6 市町村長が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付

を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた集約都市開発事業計

画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。 

7 市町村長は、第5項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知書の交付

を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。 

8 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第5項におい

て準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について

準用する。 

9 集約都市開発事業を施行しようとする者がその集約都市開発事業計画について第1項の認

定を受けたときは、当該集約都市開発事業計画に基づく特定建築物の整備のうち、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の建築物エ

ネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、第3項の規定による

申出があった場合及び同法第2条第2項の条例が定められている場合を除き、同法第11条第3

項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項まで

の規定を適用する。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 1640   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 集約都市開発事業計画の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第11条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【根拠条文】 

 (集約都市開発事業計画の変更) 

第11条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定集約都市開発事業者」という。)は、当該認

定を受けた集約都市開発事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をし

ようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。 

2 前条の規定は、前項の認定について準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1641   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 地位の承継の承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第13条 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【根拠条文】 

 (地位の承継) 

第13条 認定集約都市開発事業者の一般承継人又は認定集約都市開発事業者から認定集約都

市開発事業計画に係る第9条第2項第1号の区域内の土地の所有権その他当該認定集約都市

開発事業の施行に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定集約都市

開発事業者が有していた第10条第1項の認定に基づく地位を承継することができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1646   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 低炭素建築物新築等計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第53条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【根拠条文】 

(低炭素建築物新築等計画の認定) 

第53条 市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築又は建築物の低

炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備

その他の政令で定める建築設備(以下この項において「空気調和設備等」という。)の設置若

しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下「低炭素化のための建築物の新築等」と

いう。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築

物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁

(建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村

長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第97条の2

第1項若しくは第2項又は第97条の3第1項若しくは第2項の規定により建築主事又は建築副

主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同

じ。)の認定を申請することができる。 

2 低炭素建築物新築等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 建築物の位置 

(2) 建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積 

(3) 低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画 

(4) その他国土交通省令で定める事項 

 

【基準】 

 根拠条文及び法第54条の規定による。 

(低炭素建築物新築等計画の認定基準等) 

第54条 所管行政庁は、前条第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請

に係る低炭素建築物新築等計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定を

することができる。 

(1) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費

性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物

の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定め

る基準に適合するものであること。 

(2) 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものである

こと。 

(3) 前条第2項第3号の資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するた

め適切なものであること。 

2 前条第1項の規定による認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該所管行政庁が当該

申請に係る低炭素建築物新築等計画を建築主事又は建築副主事に通知し、当該低炭素建築

物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの
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審査を受けるよう申し出ることができる。この場合においては、当該申請に併せて、同項の

規定による確認の申請書を提出しなければならない。 

3 前項の規定による申出を受けた所管行政庁は、速やかに、当該申出に係る低炭素建築物新

築等計画を建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。 

4 建築基準法第18条第3項及び第15項の規定は、建築主事又は建築副主事が前項の規定によ

る通知を受けた場合について準用する。 

5 所管行政庁が、前項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交

付を受けた場合において、第1項の認定をしたときは、当該認定を受けた低炭素建築物新築

等計画は、同法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなす。 

6 所管行政庁は、第4項において準用する建築基準法第18条第15項の規定による通知書の交

付を受けた場合においては、第1項の認定をしてはならない。 

7 建築基準法第12条第8項及び第9項並びに第93条から第93条の3までの規定は、第4項におい

て準用する同法第18条第3項及び第15項の規定による確認済証及び通知書の交付について

準用する。 

8 低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者がその低炭素建築物新築等計画につ

いて第1項の認定を受けたときは、当該低炭素化のための建築物の新築等のうち、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合

性判定を受けなければならないものについては、第2項の規定による申出があった場合及び

同法第2条第2項の条例が定められている場合を除き、同法第11条第3項の規定により適合判

定通知書の交付を受けたものとみなして、同条第6項から第8項までの規定を適用する。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 1647   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 低炭素建築物新築等計画の変更の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律 第55条第1項 

法 令 番 号 平成24年法律第84号 

【根拠条文】 

 (低炭素建築物新築等計画の変更) 

第55条 前条第1項の認定を受けた者(以下「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた低

炭素建築物新築等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする

ときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 

2 前条の規定は、前項の認定について準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 7008   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 低炭素建築物新築等計画の軽微な変更に該当するかの証明 

法 令 名 

根 拠 条 項 
都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第46条の2 

法 令 番 号 平成24年国土交通省令第86号 

【根拠条文】 

(軽微な変更に関する証明書の交付) 

第46条の2 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項の建築物エネル

ギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物の建築に係る建築基準法第7条第5

項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第22項若しくは第26項の規定による検査済証の交付

を受けようとする者は、その計画の変更が第44条の軽微な変更に該当していることを証す

る書面の交付を所管行政庁に求めることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文及び同施行規則第44条の規定による。 

(低炭素建築物新築等計画の軽微な変更) 

第44条 法第55条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

(1)  低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の

6月以内の変更 

(2)  前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上

させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号

に掲げる基準に適合することが明らかな変更(同条第2項の規定により建築基準関係規定

に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項(同法

第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。) 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和7年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 1944   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 空家等管理活用支援法人の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
空家等対策の推進に関する特別措置法 第23条第1項 

法 令 番 号 平成26年法律第127号 

【根拠条文】 

(空家等管理活用支援法人の指定) 

第23条 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定

非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図

る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行

うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支

援法人」という。)として指定することができる。 

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及

び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更する

ときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和6年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 
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ID: 44   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 国宝等に指定された建築物の再現に際しての適用除外の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第3条第1項第4号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (適用の除外) 

第3条第1項 

(4) 第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する

建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認め

たもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 45   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築確認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第6条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

第6条 建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しよう

とする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものと

なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとす

る場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する

前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以

下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律

並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合す

るものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築

主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係る

ものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、

第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合にお

いては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含

む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第

3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

(1) 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートルを超えるもの 

(2) 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メート

ルを超える建築物 

(3) 前2号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都

道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景

観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除

く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部につ

いて指定する区域内における建築物 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 
35日(第6条第1項第1号～第3号の建築物)・7日(第6条第1項第4号の建築

物)(法第6条第4項根拠) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 48   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 完了検査 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第7条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物に関する完了検査) 

第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物

に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。)を申請しなければならない。 

 

【基準】 

 根拠条文及び省令第4条の規定による。 

(完了検査申請書の様式) 

第4条 法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合

を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」

という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 

(1) 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変

更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第4条の8

第1項第1号並びに第4条の16第1項及び第2項において同じ。) 

(2) 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造

耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎

の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時に

おける当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等

を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係

るものに限る。) 

(3) 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し 

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項の規定が適用される

場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定め

る図書及び書類 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項(同法第14条第2項

において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を

受けた場合 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法

第11条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ

る判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。) 

ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号の規

定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設

省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物の

エネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項

第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) 

ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号、第3

条第4項又は第4条第2項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に
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関する法律施行規則第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場

合 同令第6条第7項に規定する検査報告書又はその写し 

ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第3号の規

定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認に要した図書及び書類(建

築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。) 

ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第1号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第3項の規定に

よる認定に要した図書及び書類 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第2号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項の規定に

よる認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合に

あつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第3号に掲げ

る場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第1項又は同法第54条第1項の規

定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定

による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(5) 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2

に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 

(6) その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で

定める書類 

(7) 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 

2 法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築

物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第4条の8第2項並びに第4条

の16第1項及び第2項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場

合の完了検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。 

 

標準処理期間 受理した日から7日以内(法第7条第4項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 46   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 中間検査 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第7条の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物に関する中間検査) 

第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以

下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、

その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならな

い。 

(1) 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で

定める工程 

(2) 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に

関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を

限つて指定する工程 

 

【基準】 

 根拠条文、省令第4条の8及び省令第4条の3の規定による。 

(中間検査申請書の様式) 

第4条の8 法第7条の3第1項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。

次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「中間検査申請書」という。)

は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 

(1) 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類 

(2) 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造

耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎

の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時に

おける当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等

を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われ

た工事に係るものに限る。) 

(3) 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2

に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 

(4) その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で

定める書類 

(5) 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 

2 法第7条の3第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主

事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添

付を要しない。 

 

(申請できないやむを得ない理由) 

第4条の3 法第7条第2項ただし書(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準

用する場合を含む。)及び法第7条の3第2項ただし書(法第87条の4又は法第88条第1項におい
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て準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由

とする。 

 

標準処理期間 受理した日から4日以内(法第7条の3第4項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 47   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 仮使用の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第7条の6第1項第1号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 

第7条の6  

(1) 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 申請手続は、省令第4条の16の規定による。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 49   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 道の位置の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第42条第1項第5号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路の定義) 

第42条 

(5) 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都

市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する

道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの 

 

【基準】 

 根拠条文及び政令第144条の4の規定による。 

 (道に関する基準) 

第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

(1) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに

該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第5号に規定する袋路状道路をい

う。以下この条において同じ。)とすることができる。 

イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状

道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル

以下の場合 

ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接

続している場合 

ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大

臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 

ニ 幅員が6メートル以上の場合 

ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全

上支障がないと認めた場合 

(2) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲によ

り生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二

等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲

の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限

りでない。 

(3) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。 

(4) 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、

特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合において

は、この限りでない。 

(5) 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠(きよ)その他の施設を設けたも

のであること。 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認め

る場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めること

ができる。 

3 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あ

らかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1834   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
建築物の敷地と道路との関係の建築承認(その敷地が幅員4メートル以上の道に

2メートル以上接する建築物) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第43条第2項第1号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (敷地等と道路との関係) 

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に

2メートル以上接しなければならない。 

(1) 自動車のみの交通の用に供する道路 

(2) 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の

規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められて

いる区域に限る。)内の道路 

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全

上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建

築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定

める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めるもの 

(2) その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適

合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建

築審査会の同意を得て許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成31年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1835   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
建築物の敷地と道路との関係の建築許可(その敷地の周囲に広い空地を有する

建築物) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第43条第2項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (敷地等と道路との関係) 

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に

2メートル以上接しなければならない。 

(1) 自動車のみの交通の用に供する道路 

(2) 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の

規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められて

いる区域に限る。)内の道路 

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全

上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建

築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定

める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めるもの 

(2) その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適

合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建

築審査会の同意を得て許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成31年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 51   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 公衆便所等の道路内における建築許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第44条第1項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行

上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 52   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 道路内における建築認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第44条第1項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(3) 第43条第1項第2号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地

区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

 

【基準】 

 根拠条文及び政令第145条第1項の規定による。 

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等) 

第145条 法第44条第1項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

(1) 特定主要構造部が耐火構造であること。 

(2) 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすもの

として、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた

もので道路と区画されていること。 

イ 第112条第19項第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる要件を満たしていること。 

ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 

(3) 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラ

スを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類

する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがな

い部分については、この限りでない。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 53   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 公共用歩廊等の道路内における建築許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第44条第1項第4号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(4) 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の

建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文及び政令第145条第2項及び第3項の規定による。 

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等) 

第145条 

2 法第44条第1項第4号の政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が

定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別

地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他

の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、か

つ、特定主要構造部が耐火構造であるか又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物

に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の

用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並び

に自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所その他の

自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所(高度地区、

高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設け

られるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。 

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもの

で、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの 

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの 

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与

するもの 

3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところに

よらなければならない。 

(1) 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。 

(2) 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブ

ロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの

材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。 

(3) 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建

築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5メートル以上の壁を設

け、その壁の床面からの高さが1.5メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これに

はめごろし戸を設けること。 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 54   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 壁面線を超える歩廊の柱等の建築の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第47条 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (壁面線による建築制限) 

第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁

面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の

同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 55   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 用途地域の特例許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第48条 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (用途地域等) 

第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住

居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合に

おいては、この限りでない。 

2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環

境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。 

3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、

建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居

の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお

いては、この限りでない。 

4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはな

らない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害す

るおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限

りでない。 

5 第一種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

6 第二種住居地域内においては、別表第2(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

7 準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上や

むを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

8 田園住居地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな

らない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害

するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この

限りでない。 

9 近隣商業地域内においては、別表第2(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただ

し、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とす

る商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益

上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

10 商業地域内においては、別表第2(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

許可した場合においては、この限りでない。 

11 準工業地域内においては、別表第2(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただ

し、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認

め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

12 工業地域内においては、別表第2(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りで

ない。 

13 工業専用地域内においては、別表第2(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認

めて許可した場合においては、この限りでない。 

14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣

商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称す

る。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内にお

いては、別表第2(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当

該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、

又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)

をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開に

より意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。 

16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第1号に該当する場合においては同項の規定に

よる意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定によ

る同意の取得を要しない。 

(1) 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限

る。)について特例許可をする場合 

(2) 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住

居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているも

のの建築について特例許可(第1項から第7項までの規定のただし書の規定によるものに

限る。)をする場合 

17 特定行政庁は、第15項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとす

る建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなけ

ればならない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 56   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特殊建築物の位置の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第51条 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 

第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置

が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が

都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、か

つ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当

該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許

可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合におい

ては、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 120日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1947   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の容積率の算定に係る床面積の算入除外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第52条第6項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

6 第1項、第2項、次項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条

第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第

1項、第68条の4、第68条の5、第68条の5の2、第68条の5の3第1項、第68条の5の4(第1号ロを

除く。)、第68条の5の5第1項第1号ロ、第68条の8、第68条の9第1項、第86条第3項及び第4項、

第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積

率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないもの

とする。 

(1) 政令で定める昇降機の昇降路の部分 

(2) 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分 

(3) 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備そ

の他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を

害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)で、

特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和6年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 57   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 計画道路がある場合の建築物の延べ面積の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第52条第10項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するも

のを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地

内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同

項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地の

うち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとす

る。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 58   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 壁面線の指定がある場合の建築物の延べ面積の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第52条第11項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場

合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、

当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみな

して、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、

当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部

分の面積に算入しないものとする。 

(1) 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、

前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地

として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。 

(2) 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 59   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 機械室等に関する建築物の延べ面積の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第52条第14項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、

その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延

べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物 

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物 

(3) 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5

項第4号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建

築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で

定めるもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1802   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第53条第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建蔽率) 

第53条 

4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条

例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置

及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)

がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越え

ない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。次項において同じ。)

で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、

前3項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前3項の規定による限度を超えるも

のとすることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1836   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の例

外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第53条第5項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建蔽率) 

第53条 

5 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めて許可したものの建蔽率は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その許可

の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

(1) 特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認

めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越え

ない建築物 

(2) 特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第

2条第3号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な

壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面す

る高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。同号において同じ。)が

定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない

建築物 

(3) 第68条の2第1項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築

物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における

特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当

該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物 

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に

面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交

通省令で定めるもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 60   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の建築面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第53条第6項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建蔽率) 

第53条 

6 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) 防火地域(第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされてい

る地域に限る。)内にある耐火建築物等 

(2) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの 

(3) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 61   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の敷地面積の最低限度の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第53条の2第1項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の敷地面積) 

第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最

低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 前条第6項第1号に掲げる建築物 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(3) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定

行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

(4) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 62   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の敷地面積の最低限度の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第53条の2第1項第4号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の敷地面積) 

第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最

低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 前条第6項第1号に掲げる建築物 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(3) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定

行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

(4) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 63   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第55条第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 

第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、

建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定

められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 

2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居

専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定

める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定

行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限

度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。 

 

【基準】 

 根拠条文及び政令第130条の10の規定による。 

 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和に係る敷地内の空地等) 

第130条の10 法第55条第2項の規定により政令で定める空地は、法第53条の規定により建蔽

率の最高限度が定められている場合においては、当該空地の面積の敷地面積に対する割合

が1から当該最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上であるものとし、同条の規

定により建蔽率の最高限度が定められていない場合においては、当該空地の面積の敷地面

積に対する割合が10分の1以上であるものとする。 

2 法第55条第2項の規定により政令で定める規模は、1500平方メートルとする。ただし、特定

行政庁は、街区の形状、宅地の規模その他土地の状況によりこれによることが不適当である

と認める場合においては、規則で、750平方メートル以上1500平方メートル未満の範囲内で、

その規模を別に定めることができる。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1927   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第55条第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 

第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、

建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定

められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 

2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居

専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定

める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定

行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限

度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。 

3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源とし

て永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。)の

利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部

分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて

許可したものの高さは、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの

規定による限度を超えるものとすることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和5年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 64   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第55条第4項第1号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 

第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、

建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定

められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 

2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居

専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定

める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定

行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限

度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。 

3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源とし

て永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。)の

利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部

分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて

許可したものの高さは、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの

規定による限度を超えるものとすることができる。 

4 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層

住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの 

(2) 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が

許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 65   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 学校等における高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第55条第4項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度) 

第55条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、

建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定

められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 

2 前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居

専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定

める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定

行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限

度は、同項の規定にかかわらず、12メートルとする。 

3 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源とし

て永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。)の

利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部

分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて

許可したものの高さは、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの

規定による限度を超えるものとすることができる。 

4 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層

住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの 

(2) 学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が

許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 66   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 日影規制の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第56条の2第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 

第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条

例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各

項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当

該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真

太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)

の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平

均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さ

のうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)

の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び

当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範

囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)

のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で

指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければな

らない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと

認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環

境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、

改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 67   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 高架の工作物内の建築物の高さ制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和) 

第57条 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防

火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 68   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条の2第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例) 

第57条の2 特例容積率適用地区内の2以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特

例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属す

るものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権若しくは建築物の所

有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが

明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者又はこれらの者の同意を得た者

は、1人で、又は数人が共同して、特定行政庁に対し、国土交通省令で定めるところにより、

当該2以上の敷地(以下この条及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用さ

れる特別の容積率(以下この条及び第60条の2第4項において「特例容積率」という。)の限度

の指定を申請することができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 69   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消申請 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (指定の取消し) 

第57条の3 前条第4項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権又は借地

権を有する者は、その全員の合意により、同条第3項の指定の取消しを特定行政庁に申請す

ることができる。この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利

害関係を有する者の同意を得なければならない。 

2 前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現

に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項

から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通上、安全

上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとす

る。 

 

 

 

【基準】 

 根拠条文、政令第135条の24及び政令第135条の23の規定による。 

 (特例容積率の限度の指定の取消しの申請について同意を得るべき利害関係者) 

第135条の24 法第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者

(所有権又は借地権を有する者を除く。)とする。 

 

 (特例容積率の限度の指定の申請について同意を得るべき利害関係者) 

第135条の23 法第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を

備えた借地権(同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。)又は登記した先取

特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関

する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 70   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条の4第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度) 

第57条の4 特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関す

る都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でな

ければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したも

のについては、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 71   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 高層住居誘導地区内の敷地規模規制の例外許可(第53条の2第1項第3号の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条の5第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の敷地面積) 

第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最

低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 前条第6項第1号に掲げる建築物 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(3) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定

行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

(4) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

 (高層住居誘導地区) 

第57条の5 

3 高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた

場合については、第53条の2(第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第

1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 479   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 高層住居誘導地区内の敷地規模規制の例外許可(第53条の2第1項第4号の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第57条の5第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の敷地面積) 

第53条の2 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最

低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 前条第6項第1号に掲げる建築物 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(3) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定

行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

(4) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

 (高層住居誘導地区) 

第57条の5 

3 高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた

場合については、第53条の2(第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第

1項中「用途地域」とあるのは、「高層住居誘導地区」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1928   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 高度地区内における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第58条第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(高度地区) 

第58条 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定めら

れた内容に適合するものでなければならない。 

2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再

生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋

外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土

交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認め

て許可したものの高さは、同項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、当該最高

限度を超えるものとすることができる。 

3 第44条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和5年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 72   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の特例許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第59条第1項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (高度利用地区) 

第59条 高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積(同

一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に

関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であ

つて、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却するこ

とができるもの 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1803   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
高度利用地区内における敷地内に道路に接して有効な空地が確保されているこ

と等による建築物の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第59条第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (高度利用地区) 

第59条 

4 高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等に

より、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築

物については、第56条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 75   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
敷地内に広い空地を有する建築物の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの

許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第59条の2第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例) 

第59条の2 その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模

以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、

その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市

街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その

許可の範囲内において、第52条第1項から第9項まで、第55条第1項、第56条又は第57条の2第

6項の規定による限度を超えるものとすることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 76   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、面積及び高さについて都

市計画内容との適合の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2第1項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (都市再生特別地区) 

第60条の2 都市再生特別地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積

(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の

高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでな

い。 

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であ

つて、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却するこ

とができるもの 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 77   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
都市再生特別地区における計画道路がある場合の建築物の延べ面積の例外許可

(第52条第10項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するも

のを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地

内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同

項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地の

うち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとす

る。 

 

 (都市再生特別地区) 

第60条の2 

4 都市再生特別地区内の建築物については、当該都市再生特別地区に関する都市計画におい

て定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項各号に掲げる数値(第57条の2第6項

の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)とみなして、第52条

の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 78   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
都市再生特別地区における壁面線の指定がある場合の建築物の延べ面積の例外

許可(第52条第11項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場

合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、

当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみな

して、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、

当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部

分の面積に算入しないものとする。 

(1) 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、

前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地

として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。 

(2) 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。 

 

 (都市再生特別地区) 

第60条の2 

4 都市再生特別地区内の建築物については、当該都市再生特別地区に関する都市計画におい

て定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項各号に掲げる数値(第57条の2第6項

の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)とみなして、第52条

の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 79   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
都市再生特別地区における機械室等に関する建築物の延べ面積の例外許可(第

52条第14項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、

その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延

べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物 

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物 

(3) 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5

項第4号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建

築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で

定めるもの 

 

 (都市再生特別地区) 

第60条の2 

4 都市再生特別地区内の建築物については、当該都市再生特別地区に関する都市計画におい

て定められた建築物の容積率の最高限度を第52条第1項各号に掲げる数値(第57条の2第6項

の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)とみなして、第52条

の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 80   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 都市再生特別地区における日影規制の例外許可(第56条の2の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2第6項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (日影による中高層の建築物の高さの制限) 

第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条

例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各

項(4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当

該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真

太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては、午前9時から午後3時まで)

の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(4の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平

均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さ

のうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)

の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び

当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範

囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)

のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で

指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければな

らない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと

認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環

境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、

改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。 

 

 (都市再生特別地区) 

第60条の2 

6 都市再生特別地区内の建築物については、第56条の2第1項に規定する対象区域外にある建

築物とみなして、同条の規定を適用する。この場合における同条第4項の規定の適用につい

ては、同項中「対象区域内の土地」とあるのは、「対象区域(都市再生特別地区を除く。)内

の土地」とする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1880   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率の制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2の2第1項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(居住環境向上用途誘導地区) 

第60条の2の2 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用

途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当

該最高限度以下でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物につい

ては、この限りでない。 

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 

(2) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1881   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の2の2第3項ただし書 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(居住環境向上用途誘導地区) 

第60条の2の2 

3 居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の高さは、居住環境向上用途誘導地区に

関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下

でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可し

たものについては、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1804   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特定用途誘導地区内における建築物の容積率等の制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の3第1項第3号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特定用途誘導地区) 

第60条の3 特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率及び建築物の建築面積(同一敷

地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に

関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定

められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であ

つて、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却するこ

とができるもの 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1805   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特定用途誘導地区内における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第60条の3第2項ただし書 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特定用途誘導地区) 

第60条の3  

2 特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画に

おいて建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならな

い。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについて

は、この限りでない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 81   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積の最低限度の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第67条第3項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特定防災街区整備地区) 

第67条 

3 特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関す

る都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 

(2) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 82   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 特定防災街区整備地区における建築物の壁面の位置制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第67条第5項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特定防災街区整備地区) 

第67条 

5 特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、特定防災街区整

備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面

下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当する建築物については、この限りでない。 

(1) 第3項第1号に掲げる建築物 

(2) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 83   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
特定防災街区整備地区における防災都市計画施設に接する建築物の間口率及び

高さの最低限度の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第67条第9項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (特定防災街区整備地区) 

第67条 

9 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 

(1) 第3項第1号に掲げる建築物 

(2) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 84   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 景観地区における建築物の高さ制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条第1項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

第68条 景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物

の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度

以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この

限りでない。 

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの 

(2) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 85   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 景観地区における建築物の壁面の位置制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条第2項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

第68条  

2 景観地区内においては、建築物の壁又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画に

おいて壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の

位置の制限に反して建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物に

ついては、この限りでない。 

(1) 前項第1号に掲げる建築物 

(2) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用

途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 86   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 景観地区における建築物の敷地面積の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条第3項第2号 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

第68条  

3 景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物

の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。 

(1) 第1項第1号に掲げる建築物 

(2) 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 87   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 景観地区における建築物の斜線制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条第5項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

第68条  

5 景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に

面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)及び建築物の敷地面積の最低限度が

定められている景観地区(景観法第72条第2項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域

(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をい

う。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後

退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)が定め

られている区域に限る。)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、

かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第56条の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 88   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 再開発等促進区等区域内の容積率の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 

第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5

第3項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法

第9条第3項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画又は沿道地

区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域

内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条の規定は、適

用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 89   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 再開発等促進区等区域内の建蔽率の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の3第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 

第68条の3 

2 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整

備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち当該地区整備計画又は沿道地区

整備計画において10分の6以下の数値で建築物の建蔽率の最高限度が定められている区域

に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定

行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第53条第

1項から第3項まで、第7項及び第8項の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 90   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 再開発等促進区等区域内の高さ制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の3第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 

第68条の3 

3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整

備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち20メートル以下の高さで建築物

の高さの最高限度が定められている区域に限る。)内においては、当該地区計画又は沿道地

区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて特定

行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第55条第

1項及び第2項の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 91   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 再開発等促進区等区域内の斜線制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の3第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (再開発等促進区等内の制限の緩和等) 

第68条の3 

4 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区又は沿道再開発等促進区(地区整

備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。第6項において同じ。)内におい

ては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条の規定は、適用し

ない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1948   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 再開発等促進区等区域内の建築制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の3第7項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(再開発等促進区等内の制限の緩和等) 

第68条の3 

7 地区計画の区域のうち開発整備促進区(都市計画法第12条の5第4項に規定する開発整備促

進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画が定められているものの区域(当該地区整備計画に

おいて同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。)内においては、別

表第2(か)項に掲げる建築物のうち当該地区整備計画の内容に適合するもので、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第48条第6項、

第7項、第12項及び第14項の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和6年4月1日 最終変更年月日  年  月  日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 92   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 地区計画等の区域内における建築物の容積率の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の4 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じた

ものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例) 

第68条の4 次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画

(防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防

災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この

条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿

道地区計画の内容(都市計画法第12条の6第2号、密集市街地整備法第32条の2第2号又は沿道

整備法第9条の2第2号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高

限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」と

いう。)を除く。)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度

に関する第2号の条例の規定は、適用しない。 

(1) 地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整

備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。 

イ 都市計画法第12条の6、密集市街地整備法第32条の2又は沿道整備法第9条の2の規定

による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建

築物の容積率の最高限度 

ロ (1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配

置及び規模 

(1) 地区整備計画の区域 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区施設又は

同条第5項第1号に規定する施設 

(2) 防災街区整備地区整備計画の区域 密集市街地整備法第32条第2項第2号に規定

する地区施設 

(3) 沿道地区整備計画の区域 沿道整備法第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設

又は同条第4項第1号に規定する施設 

(2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められ

ている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1290   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区

域内における建築物の特例承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の2 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内にお

ける建築物の容積率の特例) 

第68条の5の2 次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第2

号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物

で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに限る。)に

ついては、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第

52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 

(1) 特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法

第32条の3第1項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容

積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。 

(2) 前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建

築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、特定建築物地区整備

計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく条

例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。 

イ 建築物の容積率の最低限度 

ロ 建築物の敷地面積の最低限度 

ハ 壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。) 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1806   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の6 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例) 

第68条の5の6 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建

築物については、第1号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第53条第1項及び第2項、第

57条の5第1項及び第2項、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条の2第1項、第68条の8、第

86条第3項及び第4項、第86条の2第2項及び第3項、第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に

規定する建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。 

(1) 地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げ

る事項が定められている区域であること。 

イ その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等

(第68条の4第1号ロに規定する施設、地域歴史的風致法第31条第2項第1号に規定する地

区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。) 

ロ 壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むもの

に限る。) 

(2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められ

ている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 93   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における計画道路があ

る場合の建築物の延べ面積の例外許可(第52条第10項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

10 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するも

のを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地

内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が

ないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第2項の前面道路とみなして、同

項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地の

うち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとす

る。 

 

 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 

第68条の5の3 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物

については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限

度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 

 (1) 都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定め

られている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。 

  イ 建築物の容積率の最高限度 

  ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第2号

の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められ

ている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築

面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上

を図るため必要な場合に限る。) 

 (2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあ

つては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定

められている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 94   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における壁面線の指定

がある場合の建築物の延べ面積の例外許可(第52条第11項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

11 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場

合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、

当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみな

して、第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、

当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部

分の面積に算入しないものとする。 

(1) 当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、

前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地

として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。 

(2) 交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。 

 

 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 

第68条の5の3 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物

については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限

度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 

 (1) 都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定め

られている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。 

  イ 建築物の容積率の最高限度 

  ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第2号

の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められ

ている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築

面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上

を図るため必要な場合に限る。) 

 (2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあ

つては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定

められている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 95   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における機械室等に関

する建築物の延べ面積の例外許可(第52条第14項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の3第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (容積率) 

第52条 

14 次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、

その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 

(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延

べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物 

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物 

(3) 建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

(平成27年法律第53号)第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第5

項第4号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建

築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で

定めるもの 

 

 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 

第68条の5の3 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物

については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限

度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 

 (1) 都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定め

られている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。 

  イ 建築物の容積率の最高限度 

  ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第2号

の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められ

ている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築

面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上

を図るため必要な場合に限る。) 

 (2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあ

つては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定

められている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 96   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の例外許

可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の3第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例) 

第68条の5の3 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物

については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限

度を第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。 

(1) 都市計画法第12条の8又は沿道整備法第9条の4の規定により、次に掲げる事項が定め

られている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。 

イ 建築物の容積率の最高限度 

ロ 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第9条第6項第2号

の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定め

られている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物

の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の

環境の向上を図るため必要な場合に限る。) 

(2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあ

つては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が

定められている区域であること。 

2 前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内

に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第56条第1項第1号及び

第2項から第4項までの規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 97   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物

の容積率の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の5第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の  整備を誘導する地区計画等

の区域内における制限の特例) 

第68条の5の5 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条にお

いて同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定

は、適用しない。 

(1) 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域

であること。 

イ 都市計画法第12条の10、密集市街地整備法第32条の5、地域歴史的風致法第32条又は

沿道整備法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限

として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条にお

いて同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度 

ロ 建築物の容積率の最高限度 

ハ 建築物の敷地面積の最低限度 

(2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域に

おける工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 98   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物

の斜線制限の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の5の5第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区

域内における制限の特例) 

第68条の5の5 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条にお

いて同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第52条第2項の規定

は、適用しない。 

(1) 次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)の区域

であること。 

イ 都市計画法第12条の10、密集市街地整備法第32条の5、地域歴史的風致法第32条又は

沿道整備法第9条の6の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限

として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条にお

いて同じ。)における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度 

ロ 建築物の容積率の最高限度 

ハ 建築物の敷地面積の最低限度 

(2) 第68条の2第1項の規定に基づく条例で、前号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域に

おける工作物の設置の制限を除く。)に関する制限が定められている区域であること。 

2 前項第1号イ及びハに掲げる事項が定められており、かつ、第68条の2第1項の規定に基づく

条例で前項第1号イ及びハに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除

く。)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等

の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第56条の規定は、

適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 482   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
予定道路に係る公衆便所等の道路内における建築許可(第44条第1項第2号の準

用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の7第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行

上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの 

 

 (予定道路の指定) 

第68条の7 

4 第1項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条第1項に

規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 483   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 予定道路に係る道路内における建築認定(第44条第1項第3号の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の7第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(3) 第43条第1項第2号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地

区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの 

 

 (予定道路の指定) 

第68条の7 

4 第1項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条第1項に

規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文及び政令第145条第1項の規定による。 

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等) 

第145条 法第44条第1項第3号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 

(1) 特定主要構造部が耐火構造であること。 

(2) 耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備のうち、次に掲げる要件を満たすもの

として、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた

もので道路と区画されていること。 

イ 第112条第19項第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる要件を満たしていること。 

ロ 閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 

(3) 道路の上空に設けられる建築物にあつては、屋外に面する部分に、ガラス(網入りガラ

スを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブロック、飾石、テラコッタその他これらに類

する材料が用いられていないこと。ただし、これらの材料が道路上に落下するおそれがな

い部分については、この限りでない。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 484   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
予定道路に係る公共用歩廊等の道路内における建築許可(第44条第1項第4号の

準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の7第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (道路内の建築制限) 

第44条 

(4) 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の

建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 

 

 (予定道路の指定) 

第68条の7 

4 第1項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第42条第1項に

規定する道路とみなして、第44条の規定を適用する。 

 

【基準】 

 根拠条文、政令第145条第2項及び第3項の規定による。 

(道路内に建築することができる建築物に関する基準等) 

第145条 

2 法第44条第1項第4号の政令で定める建築物は、道路(高度地区(建築物の高さの最低限度が

定められているものに限る。以下この項において同じ。)、高度利用地区又は都市再生特別

地区内の自動車のみの交通の用に供するものを除く。)の上空に設けられる渡り廊下その他

の通行又は運搬の用途に供する建築物で、次の各号のいずれかに該当するものであり、か

つ、特定主要構造部が耐火構造であるか又は主要構造部が不燃材料で造られている建築物

に設けられるもの、高度地区、高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の

用に供する道路の上空に設けられる建築物、高架の道路の路面下に設けられる建築物並び

に自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所その他の

自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び自動車修理所(高度地区、

高度利用地区又は都市再生特別地区内の自動車のみの交通の用に供する道路の上空に設け

られるもの及び高架の道路の路面下に設けられるものを除く。)とする。 

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもの

で、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの 

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの 

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与

するもの 

3 前項の建築物のうち、道路の上空に設けられるものの構造は、次の各号に定めるところに

よらなければならない。 

(1) 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

とし、その他の部分は、不燃材料で造ること。 

(2) 屋外に面する部分には、ガラス(網入ガラスを除く。)、瓦、タイル、コンクリートブ

ロック、飾石、テラコッタその他これらに類する材料を用いないこと。ただし、これらの



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

材料が道路上に落下するおそれがない部分については、この限りでない。 

(3) 道路の上空に設けられる建築物が渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建

築物である場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5メートル以上の壁を設

け、その壁の床面からの高さが1.5メートル以下の部分に開口部を設けるときは、これに

はめごろし戸を設けること。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 99   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第68条の7第5項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (予定道路の指定) 

第68条の7 

5 第1項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接す

るとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び

衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第52条第2項の前面

道路とみなして、同項から同条第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合

においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積

に算入しないものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 485   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築協定の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第70条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の認可の申請) 

第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的とな

つている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期

間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、こ

れを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。 

 

【基準】 

 根拠条文及び第73条第1項の規定による。 

 (建築協定の認可) 

第73条 特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当

該建築協定を認可しなければならない。 

(1) 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこ

と。 

(2) 第69条の目的に合致するものであること。 

(3) 建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定

められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 

 

 省令第10条の6 

 (建築協定区域隣接地に関する基準) 

第10条の6 法第73条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 

(2) 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなけれ

ばならない。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 486   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築協定の変更の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第74条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の変更) 

第74条 建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除

く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関す

る基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとす

る場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければな

らない。 

2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 手続は法第70条第1項の建築協定の認可に準ずる。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 487   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築協定の廃止の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第76条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の廃止) 

第76条 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第

73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過

半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければ

ならない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 488   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 一人で定める建築協定の認可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第76条の3第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の設定の特則) 

第76条の3 第69条の条例で定める区域内における土地で、一の所有者以外に土地の所有者等

が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めること

ができる。 

2 前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、

協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特

定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。 

 

 

 

【基準】 

 根拠条文及び第73条第1項の規定による。 

 (建築協定の認可) 

第73条 特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当

該建築協定を認可しなければならない。 

(1) 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこ

と。 

(2) 第69条の目的に合致するものであること。 

(3) 建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定

められていることその他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適

合するものであること。 

 

 省令第10条の6 

 (建築協定区域隣接地に関する基準) 

第10条の6 法第73条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 

(2) 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなけれ

ばならない。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 489   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 一人で定める建築協定の変更の認可(第74条第1項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第76条の3第6項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の変更) 

第74条 建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除

く。)は、前条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関す

る基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとす

る場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければな

らない。 

2 前4条の規定は、前項の認可の手続に準用する。 

 

 (建築協定の設定の特則) 

第76条の3 

6 第74条及び第76条の規定は、前項の規定により第73条第2項の規定による認可の公告のあ

つた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準

用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 手続は法第70条第1項の建築協定の認可に準ずる。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 490   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 一人で定める建築協定の廃止の認可(第76条第1項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第76条の3第6項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築協定の廃止) 

第76条 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第

73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過

半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければ

ならない。 

 

 (建築協定の設定の特則) 

第76条の3 

6 第74条及び第76条の規定は、前項の規定により第73条第2項の規定による認可の公告のあ

つた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更又は廃止について準

用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 100   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 応急仮設建築物の存続の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第85条第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (仮設建築物に対する制限の緩和) 

第85条 

3 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築

物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可

を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることと

なる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当

該建築物を存続させることができる。 

4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 101   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 仮設建築物の建築許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第85条第6項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(仮設建築物に対する制限の緩和) 

第85条 

6 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次

項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するた

めその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物につ

いては、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可するこ

とができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第

31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用し

ない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 1822   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 仮設興行場等の建築の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第85条第7項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (仮設建築物に対する制限の緩和) 

第85条 

6 特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年

を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障

がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当

該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。こ

の場合においては、同項後段の規定を準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成31年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 102   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 総合的設計による一団地の建築物の特例認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 

第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している

場合において、当該一団地(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域

があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項に

おいて同じ。)内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び第86条の

4において「建築等」という。)をする1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すも

のにあつては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項及び第3項におい

て「1又は2以上の建築物」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定

行政庁が当該1又は2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めるときは、当該1又は2以上の建築物に対する第23条、第43条、第52条第1項から第14

項まで、第53条第1項若しくは第2項、第54条第1項、第55条第2項、第56条第1項から第4項ま

で、第6項若しくは第7項、第56条の2第1項から第3項まで、第57条の2、第57条の3第1項から

第4項まで、第59条第1項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項、第60条の2の2

第1項、第60条の3第1項、第61条又は第68条の3第1項から第3項までの規定(次項から第4項ま

でにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の

建築物の一の敷地とみなす。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 省令第10条の16(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

を参照 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 103   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 

第86条 

2 一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域

があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において

同じ。)内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上必

要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内におい

て建築物の建築等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が

その位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内にお

ける各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこ

れらの建築物の一の敷地とみなす。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 省令第10条の16(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)

を参照 

 

 省令第10条の17 

 (一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の

基準) 

第10条の17 法第86条第2項及び同条第4項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるもの

とする。 

(1) 対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び

通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるもの

を設けること。 

(2) 対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応

じ、防火上適切な措置が講じられること。 

(3) 対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効

な空地等を確保すること。 

(4) 対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に

供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第56条の2の規定による制限を勘

案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。 

 

標準処理期間 30日 

備考  



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 104   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 敷地又は敷地以外の土地で二以上のものの一団地の建築物の特例許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 

第86条 

3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが、政令で定める空地を有し、か

つ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地

(その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対

象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項、第7項及び次条第8項において同じ。)

内において建築等をする1又は2以上の建築物について、国土交通省令で定めるところによ

り、特定行政庁が、当該1又は2以上の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその

他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮が

なされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該1

又は2以上の建築物に対する特例対象規定(第59条の2第1項を除く。)の適用について、当該

一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすとともに、当該1又は2以上の建築物

の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項の規定又は当該一

団地を一の敷地とみなして適用する第52条第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2

第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 105   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 一定の規模以上の一団の土地の建築物の特例許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条第4項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 

第86条 

4 その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第8項の規定

により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも

のに限る。以下この項、第6項及び次条第8項において同じ。)内に現に存する建築物の位置

及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造を前提として、安全上、防火上及び衛生上

必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内にお

いて建築物の建築等をし、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国

土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置及び建蔽率、容積率、

各部分の高さその他の構造について、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、

総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可し

たときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定(第59条の2第1項を除く。)の

適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなすととも

に、当該建築等をする建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第

55条第1項の規定又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなして適用する第52条

第1項から第9項まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとす

ることができる。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 106   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の2第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 

第86条の2 公告認定対象区域(前条第1項又は第2項の規定による認定に係る公告対象区域を

いう。以下同じ。)内において、同条第1項又は第2項の規定により一の敷地内にあるものと

みなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。)以外の建築物を新築し、又は一敷

地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位置又

は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第3項までにおいて「増築等」という。)を

しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築又は増築等に係る建築物

の位置及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置及び構造との

関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければ

ならない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 107   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 公告認定対象区域内における一定規模の建築物の建築等の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の2第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 

第86条の2 

2 面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以

外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合(当該区

域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。)において、国土交通省令で定め

るところにより、特定行政庁が、当該新築又は増築等に係る建築物の位置及び建蔽率、容積

率、各部分の高さその他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置及び建蔽率、容積

率、各部分の高さその他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障

がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該新築又は増

築等に係る建築物の各部分の高さ又は容積率を、その許可の範囲内において、第55条第1項

の規定又は当該公告認定対象区域を一の敷地とみなして適用される第52条第1項から第9項

まで、第56条若しくは第57条の2第6項の規定による限度を超えるものとすることができる。

この場合において、前項の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 108   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 公告許可対象区域内の建築物の建築等の許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の2第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定等) 

第86条の2 

3 公告許可対象区域(前条第3項又は第4項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以

下同じ。)内において、同条第3項又は第4項の規定により一の敷地内にあるものとみなされ

る建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。)以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可

建築物について増築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政

庁の許可を受けなければならない。この場合において、特定行政庁は、当該新築又は増築等

に係る建築物が、その位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、他の

一敷地内許可建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造との関係におい

て、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害

することがないと認めるとともに、当該区域内に同条第3項又は第4項の政令で定める空地

を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 109   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの承認 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の5第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し) 

第86条の5 公告対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者は、その全員の合意

により、当該公告対象区域内の建築物に係る第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2

第1項の規定による認定又は第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは

第3項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。 

2 前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対

象区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、

当該申請に係る認定を取り消すものとする。 

3 第1項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可

対象区域内の建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造について、交通

上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害すること

がないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 513   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の適用除外の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の6第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例) 

第86条の6 一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専

用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域については、第52条第1項第1号に規定す

る容積率、第53条第1項第1号に規定する建蔽率、第54条第2項に規定する外壁の後退距離及

び第55条第1項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建蔽率、距離及び高さの基準を定

めることができる。 

2 前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物

が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がそ

の各建築物の位置及び構造が当該第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は

田園住居地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、

第52条第1項第1号、第53条第1項第1号、第54条第1項及び第55条第1項の規定は、適用しな

い。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 110   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合

の全体計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の8第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の

緩和) 

第86条の8 第3条第2項の規定によりこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の

適用を受けない一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合に

おいて、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めた

ときにおける同項及び同条第3項の規定の適用については、同条第2項中「建築、修繕若しく

は模様替の工事中の」とあるのは「第86条の8第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の

工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、同条第3項中「適用しない」とあるのは「適

用しない。ただし、第3号又は第4号に該当するものにあつては、第86条の8第1項の認定を受

けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」

と、同項第3号中「工事」とあるのは「最初の工事」と、「増築、改築、移転、大規模の修繕

又は大規模の模様替」とあるのは「第86条の8第1項の認定を受けた全体計画に係る二以上の

工事」とする。 

(1) 一の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利

用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。 

(2) 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物

の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。 

(3) 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建

築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及

び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。 

2 前項の認定の申請の手続その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 111   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合

の全体計画の変更認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第86条の8第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の

緩和) 

第86条の8 

3 第1項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」と

いう。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)

をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。前2項の規定は、この

場合に準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1837   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う

場合の全体計画の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の2第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制

限の緩和) 

第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない一の建築物について

二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第86条の8第1項に規定する場合

に該当する場合を除く。)において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げ

る基準に適合すると認めたときにおける第3条第2項及び前条第3項の規定の適用について

は、第3条第2項中「建築、修繕若しくは模様替の工事中の」とあるのは「第87条の2第1項の

認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中若しくはこれらの工事の間の」と、前条

第3項中「準用する」とあるのは「準用する。ただし、次条第1項の認定を受けた全体計画に

係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」とする。 

(1) 一の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物

の利用状況その他の事情によりやむを得ないものであること。 

(2) 全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物及び建築物

の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。 

(3) 全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物及び建

築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上及び避難上の危険性並びに衛生上及

び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。 

2 第86条の8第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1838   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う

場合の全体計画の変更認定(第86条の8第3項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の2第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制

限の緩和) 

第87条の2  

2 第86条の8第2項から第6項までの規定は、前項の認定について準用する。 

 

【基準】 

 準用規定法第86条の8第3項の規定による。 

 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の

緩和) 

第86条の8 

3 第1項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」と

いう。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)

をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。前2項の規定は、この

場合に準用する。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1841   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の災害救助用建築物又は公益的建築物としての継続使用許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の3第3項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 

第87条の3 

3 建築物の用途を変更して第1項の災害救助用建築物又は前項の公益的建築物とした者は、

その用途の変更を完了した後3月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公

益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行

政庁の許可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超

えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの

間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物又は公益的建築物として使用することがで

きる。 

 

【基準】 

 根拠条文及び法第87条の3第4項の規定による。 

 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 

第87条の3 

4 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障

がないと認めるときは、2年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1842   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の興行場等としての使用許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の3第6項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 

第87条の3 

6 特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗その他これ

らに類する建築物をいう。以下同じ。)とする場合における当該興行場等について安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、1年以内の期間(建築物の用途を変更して代

替建築物(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて使用す

る興行場、店舗その他これらに類する建築物をいう。)とする場合における当該代替建築物

については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興

行場等として使用することを許可することができる。この場合においては、第12条第1項か

ら第4項まで、第21条、第22条、第24条、第26条、第27条、第34条第2項、第35条の2、第35

条の3、第3章及び第87条第2項の規定は、適用しない。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1843   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築物の特別興行場等としての使用許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の3第7項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和) 

第87条の3 

7 特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の

用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をい

う。以下この項において同じ。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、

防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にか

かわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場

等として使用することを許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準

用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 令和2年10月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 113   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 用途変更における用途規制の例外許可 (第48条の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (用途地域等) 

第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住

居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合に

おいては、この限りでない。 

2 第二種低層住居専用地域内においては、別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環

境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合において

は、この限りでない。 

3 第一種中高層住居専用地域内においては、別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、

建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居

の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお

いては、この限りでない。 

4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはな

らない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害す

るおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限

りでない。 

5 第一種住居地域内においては、別表第2(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

6 第二種住居地域内においては、別表第2(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

7 準住居地域内においては、別表第2(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上や

むを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

8 田園住居地域内においては、別表第2(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはな

らない。ただし、特定行政庁が農業の利便及び田園住居地域における良好な住居の環境を害

するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この

限りでない。 

9 近隣商業地域内においては、別表第2(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただ

し、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とす

る商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益

上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

10 商業地域内においては、別表第2(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて
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許可した場合においては、この限りでない。 

11 準工業地域内においては、別表第2(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただ

し、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認

め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

12 工業地域内においては、別表第2(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、

特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りで

ない。 

13 工業専用地域内においては、別表第2(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。た

だし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認

めて許可した場合においては、この限りでない。 

14 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種

中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣

商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称す

る。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内にお

いては、別表第2(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当

該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、

又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)

をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開に

より意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。 

16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第1号に該当する場合においては同項の規定に

よる意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定によ

る同意の取得を要しない。 

(1) 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限

る。)について特例許可をする場合 

(2) 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の事象による住

居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているも

のの建築について特例許可(第1項から第7項までの規定のただし書の規定によるものに

限る。)をする場合 

17 特定行政庁は、第15項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとす

る建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなけ

ればならない。 

 

(用途の変更に対するこの法律の準用) 

第87条 

2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第48条第1項から第14項

まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第

43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第60条の2の2第4項、第60条の3第3項、第

68条の2第1項及び第5項並びに第68条の9第1項の規定に基づく条例の規定を準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 90日 

備考  
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設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 114   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築設備の確認(第6条第1項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の4 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

第6条 建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しよう

とする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものと

なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとす

る場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する

前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以

下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律

並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合す

るものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築

主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係る

ものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、

第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合にお

いては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含

む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第

3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

(1) 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートルを超えるもの 

(2) 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メート

ルを超える建築物 

(3) 前2号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都

道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景

観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除

く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部につ

いて指定する区域内における建築物 

 

(建築設備への準用) 

第87条の4 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる

建築物に設ける場合においては、同項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定

による確認又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通

知を要する場合を除き、第6条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、

第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第

7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第

5項から第14項まで及び第41項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。

この場合において、第6条第4項中「同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した

日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とある
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のは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 7日(第87条の2の読替規定) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 115   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築設備の完了検査(第7条第1項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の4 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (建築物に関する完了検査) 

第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物

に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。)を申請しなければならない。 

 

(建築設備への準用) 

第87条の4 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる

建築物に設ける場合においては、同項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定

による確認又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通

知を要する場合を除き、第6条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除く。)、

第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第

7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第

5項から第14項まで及び第41項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。

この場合において、第6条第4項中「同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した

日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とある

のは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文及び省令第4条の規定による。 

(完了検査申請書の様式) 

第4条 法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合

を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」

という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 

(1) 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変

更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第4条の8

第1項第1号並びに第4条の16第1項及び第2項において同じ。) 

(2) 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造

耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎

の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時に

おける当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等

を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係

るものに限る。) 

(3) 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し 

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項の規定が適用される

場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定め

る図書及び書類 
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イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項(同法第14条第2項

において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を

受けた場合 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法

第11条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ

る判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。) 

ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号の規

定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設

省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物の

エネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項

第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) 

ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号、第3

条第4項又は第4条第2項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に

関する法律施行規則第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場

合 同令第6条第7項に規定する検査報告書又はその写し 

ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第3号の規

定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認に要した図書及び書類(建

築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。) 

ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第1号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第3項の規定に

よる認定に要した図書及び書類 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第2号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項の規定に

よる認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合に

あつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第3号に掲げ

る場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第1項又は同法第54条第1項の規

定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定

による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(5) 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2

に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 

(6) その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で

定める書類 

(7) 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 

2 法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築

物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第4条の8第2項並びに第4条

の16第1項及び第2項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場

合の完了検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。 

 

標準処理期間 受理した日から7日以内(法第7条第4項) 

備考  
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設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 117   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 建築設備の仮使用の認定(第7条の6第1項第1号の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条の4 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 

第7条の6  

(1) 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。 

 

(建築設備への準用) 

第87条の4 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲

げる建築物に設ける場合においては、同項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の

規定による確認又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定によ

る通知を要する場合を除き、第6条(第3項、第5項及び第6項を除く。)、第6条の2(第3項を除

く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4

まで、第7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、

第18条(第4項から第13項まで及び第25項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を

準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第1号から第3号までに係るものにあつて

はその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7

日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

申請手続は、省令第4条の16の規定による。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 118   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 工作物の確認(第6条の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第88条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物の建築等に関する申請及び確認) 

第6条 建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しよう

とする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものと

なる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとす

る場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する

前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以

下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律

並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合す

るものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築

主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係る

ものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、

第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合にお

いては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含

む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第

3号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 

(1) 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートルを超えるもの 

(2) 前号に掲げる建築物を除くほか、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メート

ルを超える建築物 

(3) 前2号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都

道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景

観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除

く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部につ

いて指定する区域内における建築物 

 

(工作物への準用) 

第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及

び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの

(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項、第5項及び

第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第1号又は第2号の建築

物に係る部分、その他のものについては同項第3号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の

2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条か

ら第7条の4まで、第7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、

第8条から第11条まで、第12条第5項(第3号を除く。)及び第6項から第9項まで、第13条、第

15条の2、第18条(第5項から第14項まで及び第38項から第40項までを除く。)、第20条、第28
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条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33

条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第

40条、第3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等

に係る部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る

部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条

の7第3項(第32条、第34条第1項、第36条(昇降機に係る部分に限る。)及び第37条に係る部分

に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第

1項から第4項まで、第12条の2、第12条の3及び第18条第38項から第40項までの規定を準用す

る。この場合において、第20条第1項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号

に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 受理した日から7日以内(第87条の4の読替規定) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 119   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 工作物の完了検査(第7条第1項の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第88条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

(建築物に関する完了検査) 

第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めると

ころにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物

に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。)を申請しなければならない。 

 

(工作物への準用) 

第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及

び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの

(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項、第5項及び

第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第1号又は第2号の建築

物に係る部分、その他のものについては同項第3号の建築物に係る部分に限る。)、第6条の

2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条か

ら第7条の4まで、第7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、

第8条から第11条まで、第12条第5項(第3号を除く。)及び第6項から第9項まで、第13条、第

15条の2、第18条(第5項から第14項まで及び第38項から第40項までを除く。)、第20条、第28

条の2(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33

条、第34条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第

40条、第3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等

に係る部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(同条第1号及び第2号に掲げる基準に係る

部分に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条

の7第3項(第32条、第34条第1項、第36条(昇降機に係る部分に限る。)及び第37条に係る部分

に限る。)、前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第

1項から第4項まで、第12条の2、第12条の3及び第18条第38項から第40項までの規定を準用す

る。この場合において、第20条第1項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号

に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文及び省令第4条の規定による。 

(完了検査申請書の様式) 

第4条 法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合

を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項において「完了検査申請書」

という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。 

(1) 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変

更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第4条の8

第1項第1号並びに第4条の16第1項及び第2項において同じ。) 

(2) 法第7条の5の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造
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耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎

の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時に

おける当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等

を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係

るものに限る。) 

(3) 都市緑地法第43条第1項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し 

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第10条第1項の規定が適用される

場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定め

る図書及び書類 

イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項(同法第14条第2項

において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を

受けた場合 当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法

第11条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によ

る判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。) 

ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号の規

定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設

省令第20号)第3条第1項に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物の

エネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項

第2号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) 

ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第2号、第3

条第4項又は第4条第2項の規定が適用される場合であつて、住宅の品質確保の促進等に

関する法律施行規則第1条第3号に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場

合 同令第6条第7項に規定する検査報告書又はその写し 

ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第3号の規

定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)

第6条第1項の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第1項の確認に要した図書及び書類(建

築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。) 

ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合 当該(1)から(3)までに定める図書及び書類 

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第1号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第3項の規定に

よる認定に要した図書及び書類 

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第2号に掲げ

る場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項の規定に

よる認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合に

あつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第8条第3号に掲げ

る場合 都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第1項又は同法第54条第1項の規

定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定

による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。) 

(5) 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第3条の2

に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類 

(6) その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で

定める書類 

(7) 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状又はその写し 

2 法第7条第1項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築
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物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第4条の8第2項並びに第4条

の16第1項及び第2項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事等に対して行う場

合の完了検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。 

 

標準処理期間 受理した日から7日以内(法第7条第4項) 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和7年4月1日 
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ID: 121   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 昇降機等の仮使用の認定(第7条の6第1項第1号の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第88条第1項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 

第7条の6  

(1) 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。 

 

 (工作物への準用) 

第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及

び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの

(以下この項において「昇降機等」という。)については、第3条、第6条(第3項、第5項及び

第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、昇降機等については第1項第1号から第3号までの

建築物に係る部分、その他のものについては同項第4号の建築物に係る部分に限る。)、第6

条の2(第3項を除く。)、第6条の4(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第

7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の4第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限

る。)、第8条から第11条まで、第12条第5項(第3号を除く。)及び第6項から第9項まで、第13

条、第15条の2、第18条(第4項から第13項まで及び第24項を除く。)、第20条、第28条の2(同

条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第32条、第33条、第34

条第1項、第36条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第37条、第38条、第40条、第

3章の2(第68条の20第2項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る

部分に限る。)、第86条の7第1項(第28条の2(第86条の7第1項の政令で定める基準に係る部分

に限る。)に係る部分に限る。)、第86条の7第2項(第20条に係る部分に限る。)、第86条の7

第3項(第32条、第34条第1項及び第36条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、

前条、次条並びに第90条の規定を、昇降機等については、第7条の6、第12条第1項から第4項

まで、第12条の2、第12条の3及び第18条第24項の規定を準用する。この場合において、第20

条第1項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあ

るのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

 申請手続は、省令第4条の16の規定による。 

 

標準処理期間 30日 

備考  
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設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 481   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 用途変更の特殊建築物の位置の許可(第51条の準用) 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法 第87条第2項 

法 令 番 号 昭和25年法律第201号 

【根拠条文】 

 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置) 

第51条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場

その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置

が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が

都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、か

つ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当

該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許

可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合におい

ては、この限りでない。 

 

 (用途の変更に対するこの法律の準用) 

第87条 

2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第48条第1項から第14項

まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第

43条第3項、第43条の2、第49条から第50条まで、第60条の2の2第4項、第60条の3第3項、第

68条の2第1項及び第5項並びに第68条の9第1項の規定に基づく条例の規定を準用する。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 90日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和6年4月1日 
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ID: 122   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 計画道路がある場合の斜線制限の例外許可 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法施行令 第131条の2第2項 

法 令 番 号 昭和25年政令第338号 

【根拠条文】 

 (前面道路とみなす道路等) 

第131条の2 

2 建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法第42条第1項第4号に該当するも

のを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)若しくは法第68条の7第1項

の規定により指定された予定道路(以下この項において「予定道路」という。)に接する場合

又は当該敷地内に計画道路若しくは予定道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安

全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路又は予定道路

を前面道路とみなす。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 123   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 壁面線の指定等がある場合の斜線制限 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法施行令 第131条の2第3項 

法 令 番 号 昭和25年政令第338号 

【根拠条文】 

 (前面道路とみなす道路等) 

第131条の2 

3 前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定があ

る場合又は前面道路の境界線若しくはその反対側の境界線からそれぞれ後退して法第68条

の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこ

れに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限する

ものに限る。以下この項において「壁面の位置の制限」という。)がある場合において、当

該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(第135条

の19各号に掲げる建築物の部分を除く。)で特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めるものについては、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、

それぞれ当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみ

なす。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 
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ID: 1807   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 移転の例外認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法施行令 第137条の16第2号 

法 令 番 号 昭和25年政令第338号 

【根拠条文】 

 (移転) 

第137条の16 法第86条の7第4項の政令で定める範囲は、次の各号のいずれかに該当すること

とする。 

(1) 移転が同一敷地内におけるものであること。 

(2) 移転が交通上、安全上、防火上、避難上、衛生上及び市街地の環境の保全上支障がな

いと特定行政庁が認めるものであること。 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 30日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成30年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 



 芦屋市 法適用申請に対する処分個票 

ID: 124   
担当部署: 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課  

処分の概要 道に関する基準の例外の認定 

法 令 名 

根 拠 条 項 
建築基準法施行令 第144条の4第1項第1号ホ 

法 令 番 号 昭和25年政令第338号 

【根拠条文】 

(道に関する基準) 

第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるもの

とする。 

(1) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに

該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第5号に規定する袋路状道路をい

う。以下この条において同じ。)とすることができる。 

イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状

道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル

以下の場合 

ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接

続している場合 

ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大

臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 

ニ 幅員が6メートル以上の場合 

ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全

上支障がないと認めた場合 

 

【基準】 

 根拠条文に同じ。 

 

標準処理期間 60日 

備考  

 

 

設 定 年 月 日 平成28年4月1日 最終変更年月日 令和5年4月1日 

 


